
1 

 

 入間市地域包括支援センター運営方針新旧対照表（案） 

 

変更案 現 行 

Ⅳ 運営体制について  

５ 苦情対応 

・略 

・利用者等からの業務を阻害されるようなカス

タマーハラスメント行為に対しては、複数人で

対応にあたる体制を整え、その内容を記録

し、適切に対応する。 

 

９ ＩＣＴの活用 

・センターの業務にＩＣＴを活用するなど、センタ

ーの業務効率化に取り組むとともに、タブレ

ット活用によるＳＮＳへの情報発信等を行う。 

 

Ⅳ 運営体制について  

５ 苦情対応 

・略 

（新規） 

 

 

 

 

９ （新規） 

 

 

 

 

Ⅴ 事業内容 

２ 総合相談支援業務 

（３） 総合相談支援 

・略 

・センターのみで対応が困難な相談の場合に

は、必要に応じて市や関係機関と連携して対

応する。 

・受けた相談の進捗管理を行うとともに、相談

者の主訴が解決した場合や適切な機関につ

なげ引き継ぎが確認された場合などの相談

事例の終結条件は、市が定めたものを共有

し、適切に対応する。 

 

Ⅴ 事業内容 

２ 総合相談支援業務 

（３） 総合相談支援 

・略 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

５ 地域ケア会議 

③ 圏域別地域ケア会議（日常生活圏域レベル

の地域ケア会議） 

・略 

・地域レベルで解決できない市全体に関わる課

題については、市に報告し、市レベルの会議

での検討・政策形成への提言につなげる。 

 

５ 地域ケア会議 

③ 圏域別地域ケア会議（日常生活圏域レベル

の地域ケア会議） 

・略 

・地域レベルで解決できない政策的な課題につ

いては、市に報告し、市レベルの会議での検

討・政策形成への提言につなげる。 

 
６ 認知症施策推進業務 

（１） 認知症初期集中支援推進事業 

・早期診断・早期対応に向けて、認知症初期集

中支援チーム、認知症疾患医療センター、か

かりつけ医等、認知症にかかる関係機関及び

団体との連携を図る。 

 

 

 

６ 認知症施策推進業務 

（１）当事者やその家族への支援 

・認知症の人やその家族が抱える多様な問題を

解決するために、医療機関等関係機関との連

携及び協力体制を構築する。 

・認知症の人やその家族が集える場所等を提供

することで、介護負担を軽減し、在宅介護を

継続できるよう取組みを行う。 

・認知症の人やその家族が地域で安心して暮ら
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（２） 認知症地域支援・ケア向上事業 

・認知症の人（若年性認知症当事者を含む、以

下同様）やその家族が抱える多様な問題を解

決するために、医療機関等関係機関、介護サ

ービス事業者間及び地域との連携及び協力

体制を構築する。 

・認知症の人やその家族を支えるため、認知症

地域支援推進員や関係機関と連携を取りな

がら、状況に応じた必要なサービスが提供さ

れるよう調整する。 

・認知症の人やその家族が、地域住民や専門職

と相互に情報を共有し、お互いを理解し合う

「認知症カフェ」が開催できるよう支援して

いく。 

・認知症の人やその家族が集える場所等を提供

することで、介護負担を軽減し、在宅介護を

継続できるよう取組みを行う。 

・推進員を中心に、地域の実情に応じて、地域

における認知症の人やその家族の相談支援

を行う。 

・認知症に関する相談窓口についての周知を図

る。 

 

（３） 認知症サポーター活動促進・地域づく

り推進事業 

・認知症の人やその家族が地域で安心して暮ら

せるよう、推進員を中心に生活支援コーディ

ネーターと連携し、地域の社会資源等の情報

提供を行うとともに、必要に応じて「チーム

オレンジ」の活動につなげ、「チームオレン

ジ」の支援を行う。 

・地域住民や関係機関等が、認知症の人やその

家族を地域で支え、見守る体制を構築するた

めに、認知症に対する正しい知識の普及等を

行う。 

・地域の小中学生が正しく認知症を理解できる

よう、「認知症サポーター養成講座」を活用

した取組みを行う。 

・地区センターや「チームオレンジ」等の関係

団体や地域住民と連携及び協力し、「認知症

といきるまち」を目指す。 

 

（４）削除 

 

せるように、認知症地域支援推進員や生活支

援コーディネーターと連携し、地域の社会資

源等の情報提供を行うとともに、必要に応じ

て「チームオレンジ」の活動につなげる。 

 

（２）関係機関との連携 

・認知症の人やその家族を支えるため、認知症

地域支援推進員や関係機関と連携を取りなが

ら状況に応じた必要なサービスが提供される

よう調整する。 

・早期診断・早期対応に向けて、認知症初期集
中支援チーム、認知症疾患医療センター、か

かりつけ医等との連携を図る。 

・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

等の介護サービス事業者が、その知識・経験・

人材を生かし、地域に貢献できるよう介護サ

ービス事業者間及び地域との連携及び協力体

制を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地域の体制づくり 

・地域住民や関係機関等が、認知症の人やその

家族を地域で支え、見守る体制を構築するた

めに、認知症に対する正しい知識の普及等を

行う。 

・地域のキャラバンメイトと連携及び協力し、

「認知症サポーター養成講座」を活用した取

組みを行う。 

・認知症の人やその家族が、地域住民や専門職

と相互に情報を共有し、お互いを理解し合う

「認知症カフェ」が開催できるよう支援して

いく。 

・地区センターや「チームオレンジ」と連携及

び協力し、認知症になっても暮らしやすいま

ちづくりを推進する。 

 

 

 

 

（４）相談窓口の周知 

・令和４年度末に実施した「介護予防・日常生

活圏域ニーズ調査」の結果によると認知症に



3 

関する相談窓口の認知度が低いことから、認

知症に関する相談窓口についてより一層の

周知を図る。 

 

７ 生活支援体制整備業務 

（１）地域住民や関係機関等多様な主体とネッ

トワークを構築し、高齢者の支援ニーズ・関

心事、地域住民を含む多様な主体の活動の状

況の情報収集を行う。 

 

７ 生活支援体制整備業務 

（１）地縁組織や関係機関等多様な主体とネッ

トワークを構築し、地域ニーズの把握を行

う。 

 

 


